
Ⅱ. 手続きの流れ

企業版ふるさと納税は、企業の皆様が、寄附を通じて地方公共団体の行う地方創生の取組を
支援した場合に、税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。通常の損金算入に加えて、法人
住民税や法人事業税などを合わせて、寄附額の最大９割の税が軽減されます。

Ⅰ. 制度概要

▶ 企業様にとってのメリット

社会貢献
・企業のＰＲ効果
・ＳＤＧｓの達成

熊本市との新たな

パートナーシップの構築
地域資源などを活かした

新事業展開

➋払込方法のご案内
熊本市から納入通知書を送付しますので、寄附金の払い込みをお願
いします。

➊寄附の申し出
熊本市の地方創生の取組を応援していただける場合は、寄附申出書
に必要事項を記入し、政策企画課へご提出ください。

➌寄附受領証の送付
市ＨＰでのＰＲ

寄附をいただいた企業の皆様については、寄附受領証を送付すると
ともに、熊本市のホームページでご紹介をさせていただきます。

➍税制上の優遇措置
企業の皆様が受領証に基づき税務署等に地方応援税制の適用がある
旨を申告し、税法上の優遇措置を受けます。

損金算入による軽減効果
国税＋地方税

約３割

①法人住民税＋②法人税

約４割

控除 ③法人事業税

約２割

控除 企業負担

約１割

軽減効果最大

約９割に！

通常の寄附の軽減効果

企業版ふるさと納税を活用した寄附の軽減効果

寄附額
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（1）行政サービスの質の向上と持続可能な行財政運営の推進
（2）開かれた市役所の実現
（3）市域を越えた広域的な連携の強化

（1）持続可能で魅力的な都市づくり
（2）豊かな住生活の実現
（3）安全で持続可能な上下水道サービスの提供

（1）防災・減災の推進
（2）保健衛生体制の強化と医療提供体制の確保
（3）総合的な消防・救急体制の強化
（4）交通安全・防犯の推進

（1）すべてのこどもの健やかな成長と家庭の幸せへの支援
（2）困難な状況にあるこどもや子育て家庭への支援
（3）こどもを主体とした教育の推進
（4）まちを支える人材の確保・育成

▶１回あたり10万円以上の寄附が対象となります。

▶寄附を行うことの代償として、経済的な利益を受けることは禁止されています。

（例）×寄附の見返りとして補助金等を受け取る ×有利な利率で貸付をしてもらう

▶本社が熊本市に所在する企業様の寄附については、本制度の対象となりません。

Ⅲ. 寄附メニュー

Ⅳ. 留意事項

➊ こどもが輝き、若者が希望を抱くまちづくりに資する事業

（1）半導体関連産業等への新たな投資の後押しや中小企業等の振興
（2）世界を魅了する都市ブランド力の向上
（3）交流人口拡大によるにぎわいの創出
（4）広域交通ネットワークの形成による物流・人流の円滑化
（5）活力と魅力に満ちた持続可能な農水産業の振興

❷ 市民に愛され、世界に選ばれる、持続的な発展を実現するまちづくりに資する事業

❸ 市民生活を守る強くしなやかなまちづくりに資する事業

（1）人権尊重社会の実現
（2）だれもが生きがいを持ち、お互いに支え合える社会の実現
（3）男女共同参画の推進
（4）多文化共生の推進

❹ だれもが自分らしくいきいきと生活できるまちづくりに資する事業

（1）カーボンニュートラルの実現
（2）生物多様性の保全と自然との共生
（3）持続可能な循環型都市の実現
（4）快適で安全・安心な生活環境の保全

❺ 豊かな環境を未来につなぐまちづくりに資する事業

（1）地域コミュニティ活性化の推進
（2）人生100年時代を生きるための健康づくりの推進
（3）生涯にわたる学びやスポーツの推進
（4）文化芸術が持つ多様な価値の活用
（5）市民の安心を確保するための社会保障制度の運営

❻ すべての市民がより良い暮らしを営むまちづくりに資する事業

❼ 安全で良好な都市基盤が整備されたまちづくりに資する事業

❽ 市民に信頼される市役所の実現に資する事業
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